
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録情報 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
印鑑登録者の管理 

記 録 項 目 印影、印鑑登録番号、印鑑登録年月日、氏名、生年月日、住所 

記 録 範 囲 印鑑の登録者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

田原市印鑑条例（昭和５６年田原町条例第８号）に基づき訂正がで

きる。 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 戸籍簿 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
戸籍法に基づく戸籍の編製 

記 録 項 目

本籍、氏名、生年月日、戸籍に入った原因及び年月日、実父母の氏

名及び続柄、養親の氏名及び続柄、夫又は妻である旨、他の戸籍か

ら入った者はその戸籍の表示、身分に関する事項 

記 録 範 囲 区域内に本籍を定める者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、他の市町村、官公庁から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）に基づき訂正ができる。 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 除籍簿 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
戸籍法に基づく戸籍の編製 

記 録 項 目

本籍、氏名、生年月日、戸籍に入った原因及び年月日、実父母の氏

名及び続柄、養親の氏名及び続柄、夫又は妻である旨、他の戸籍か

ら入った者はその戸籍の表示、除かれた原因及び年月日、身分に関

する事項 

記 録 範 囲 区域内に本籍を定める者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）に基づき訂正ができる。 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
住民基本台帳法に基づく住民に関する記録の適正な管理 

記 録 項 目

氏名、生年月日、性別、世帯主の氏名及び続柄、戸籍の表示、住所、

住民となった年月日、異動年月日及び届出年月日、前住所、住民票

コード、個人番号、選挙人名簿に登録されている旨、個人番号カー

ド及び住民基本台帳カードに関する事項、国民健康保険・国民年

金・後期高齢者医療保険・児童手当・介護保険の資格に関する事項、

印鑑登録に関する事項 

記 録 範 囲 区域内の住民 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、他の実施機関、官公庁から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき訂正ができ

る。 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 戸籍の附票 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
住民基本台帳法に基づく住民に関する記録の適正な管理 

記 録 項 目 戸籍の表示、氏名、住所、住定日 

記 録 範 囲 区域内に本籍を有する者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、他の地方公共団体から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき訂正ができ

る。 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険（個人情報管理） 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 

後期高齢者医療保険被保険者とその世帯に属す者に係る個人情報

の管理 

記 録 項 目

個人番号、被保険者番号、行政区、世帯番号、住所、氏名、生年月

日、性別、続柄、宛名番号、資格異動日、住民異動日、住民届出日、

住民区分、送付先名、送付先住所、送付先郵便番号、送付先開始日、

送付先終了日、送付先開始理由、送付先終了理由、送付先住所コー

ド、送付先備考、連絡先名、連絡先電話番号、連絡先 FAX、口座利

用区分、金融機関、金融機関支店、口座種別、口座番号、口座名義

人カナ、口座名義人漢字、開始日、口座開始理由、終了日、口座終

了理由、口座確認依頼日、口座備考、関連宛名、業務区分、特記事

項、特記区分、特記開始日、特記終了日、電話番号、税賦課年度、

住民税所得、住民税課税所得、課税非課税区分、未申告区分、旧た

だし書所得、減額対象所得、一部負担割合判定所得、市区町村民税

課税所得、住民税情報更正日、経過措置、更正事由、生活保護受給

開始日、生活保護受給廃止日、生活保護ケース番号、他市町村名、

備考、生活保護受給名称、生活保護情報消除名称 

記 録 範 囲 65 歳以上の者がいる世帯全員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、住民基本台帳、住民税課税台帳から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 愛知県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険（資格記録管理） 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
後期高齢者医療保険の被保険者資格に係る情報の照会 

記 録 項 目

被保険者番号、宛名番号、カナ氏名、生年月日、性別、氏名、世帯

番号、住民区分、住所、広域資格取得日、資格取得事由、保険者番

号適用開始日、広域資格喪失日、資格喪失事由、保険者番号終了日、

住所地特例適用開始日、住所地特例適用終了日、現都道府県、現市

町村名、現住所、住基異動日、住基異動事由、住民日異動日、非住

民日異動日、転入出住所、送付先名、送付先住所、連絡先名、連絡

先電話番号、広域-個人区分、広域-現都道府県名、広域-市区町村

名、広域-現住所、広域-作成年月日、広域-作成時刻、データ連携

日、データ連携時刻、在留資格、在留期間開始日、在留期間満了日、

在留期間、被保険者資格取得年月日、被保険者資格喪失年月日、被

保険者資格取得事由、被保険者資格喪失事由、広域-氏名カナ、広

域-性別、年齢、施設種別、施設情報消除 

記 録 範 囲 後期高齢者医療被保険者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、住民基本台帳から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 愛知県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険（特定健康診査） 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

基本情報、健診歴、既往歴、自覚症状、問診、身体計測（身長、体

重、腹囲、ＢＭＩ）、血圧測定（収縮時・拡張期）、血中脂質検査（中

性脂肪・HDL－コレステロール・LDL－コレステロール）、肝機能検

査（GOT・GPT・γ－GTP）、血糖検査（空腹時血糖またはヘモグロビ

ンＡ１ｃ）、尿検査（糖・蛋白）、腎機能検査（尿酸・クレアチニン）、

貧血検査（赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値）、心電図検査、

眼底検査 

記 録 範 囲 後期高齢者医療被保険者の特定健康診査受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 国保連合会、愛知県健康づくり事業団から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料管理（収納） 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
後期高齢者医療保険料収納管理 

記 録 項 目

被保険者番号、宛名番号、カナ氏名、氏名、生年月日、性別、世帯

番号、住民区分、住所行政区、電話番号、調定年度、賦課年度、賦

課額、収納額合計、未納額合計、普徴未納額合計（納期到来済）、

徴収猶予状態、分納有無、納付方法、送付先、送付先名、送付先住

所、送付先方書、期別調定額、期別収納額、延滞金額、延滞未納額、

納期限、処分、領収日、欠損額、過誤納額、還付額、返納額、充当

額、過誤納発生事由、過誤納発生日、過誤納処理状態、過誤納設定、

停止日、決議日、支払日、還付方法、手数料、加算金、充当先被保

番、充当先調定、充当先賦課、充当先期別、充当先充当額、充当先

延滞金、充当先手数料、滞納調定金額、収納金額（滞納分）、続柄、

最新収納日、停止日、処分起案日、処分執行日、交渉日、時刻、予

定、履行、履行日、交渉手段、交渉経過記事、交渉相手、交渉相手

氏名、徴収猶予、担当者、送達物名称、発行日、送達日、通知番号、

返戻日、再送付日、公示日、公示終了日 

記 録 範 囲 後期高齢者医療被保険者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 愛知県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料管理（賦課） 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
後期高齢者医療保険料賦課管理 

記 録 項 目

被保険者番号、宛名番号、カナ氏名、氏名、生年月日、性別、世帯

番号、住民区分、電話番号、行政区、住所、賦課管理番号、履歴番

号、所得金額、所得割率、所得割額、均等割額、算出額、超過額、

所得割軽減額、均等割軽減額、年保険料額、月数、月割減額、保険

料額、賦課決定日、賦課事由、後期高齢者医療保険料額、減免額、

保-市町村別保険料額、市町村別保険料額、特別徴収義務者名、年

金額（年額）、補足年月、徴収方法、徴収決定日、年金記号番号、

特徴開始年月日、徴収決定事由、介護保険料、特徴開始区分、特徴

停止依頼日、納付書発行日、期別金額、納期限 

記 録 範 囲 後期高齢者医療被保険者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者福祉医療費受給者マスタ 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
後期高齢者福祉医療費受給者の管理 

記 録 項 目

住所、氏名、生年月日、保険情報、身体障害者手帳・療育手帳情報、

精神障害者保健福祉手帳情報、要介護認定情報、給付情報、口座情

報 

記 録 範 囲 後期高齢者福祉医療費受給者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、愛知県国民健康保険団体連合会から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 子ども医療費受給者マスタ 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
子ども医療費受給者の管理 

記 録 項 目
住所、氏名、生年月日、保護者氏名、保険情報、給付情報、口座情

報 

記 録 範 囲 子ども医療費受給者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、愛知県国民健康保険団体連合会から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 医療費通知 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
医療費適正化 

記 録 項 目
被保険者番号、住所、氏名、受診年月、受診日数、医療費の額、食

事・生活療養費の額、保健医療機関等の名称 

記 録 範 囲 医療費通知対象者 

記 録情報の収集方法 国保マスタから 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 基本情報 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

個人番号、世帯番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住民になった

事由、住民になった日、住民でなくなった事由、住民でなくなった

日、住民区分、小学校区、中学校区、住所、町内会、郵便番号（収

集先 住基マスタ）、健康保険種類（収集先 国保マスタ）、電話番

号、職業（収集先 本人）、受診券整理番号 

記 録 範 囲 特定健康診査対象者 

記 録情報の収集方法 住基マスタ、国保マスタから 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後発医薬品差額通知書 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
医療費適正化 

記 録 項 目

被保険者番号、生年月日、性別、住所、氏名、調剤年月、受付番号、

医薬品コード、医薬品名称、医薬品単価、自己負担額、最低減少額、

薬効分類、レセプト全国共通キー、国保連レセプト番号 

記 録 範 囲 後発医薬品差額通知書対象者 

記 録情報の収集方法 国保マスタから 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険高額療養費支給申請書 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
高額療養費の支給管理 

記 録 項 目

個人番号、世帯主氏名、住所、被保険者証の記号番号、療養を受け

た被保険者の氏名、生年月日、続柄、一般・退職被保険者の別、療

養を受けた病院等、療養を受けた期間、療養につき支払った一部負

担金の額、公費負担医療に係る費用徴収の額、高額療養費の支給を

3回以上受けたときの療養の年月 

記 録 範 囲 高額療養費に係る申請者 

記 録情報の収集方法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険診療報酬明細書 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
国民健康保険診療報酬明細書の管理 

記 録 項 目

記号番号、氏名、性別、生年月日、保険医療機関の所在地及び名称、

傷病名、診療開始日、診療実日数、入院年月日、診療内容、診療点

数 

記 録 範 囲 国民健康保険加入者 

記 録情報の収集方法 国民健康保険団体連合会、医療機関等から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険被保険者台帳 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
国民健康保険加入者の資格管理 

記 録 項 目

個人番号、被保険者証番号、住所、世帯主名、被保険者数、届出年

月日、被保険者名、性別、生年月日、国籍、取得・喪失・その他異

動年月日、異動事由 

記 録 範 囲 国民健康保険加入者 

記 録情報の収集方法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険療養費支給申請書 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
療養費の支給管理 

記 録 項 目

個人番号、世帯主氏名、住所、電話番号、被保険者証の記号番号、

療養を受けた被保険者の整理番号、療養を受けた被保険者氏名及

び生年月日、続柄、傷病名、傷病、負傷年月日、診療、薬剤の支給

又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者名称及び所在地、

診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名、発病の

原因、療養期間、療養の給付を受けることができなかった理由、療

養に要した費用額、算定した費用額、支給額 

記 録 範 囲 療養費に係る申請者 

記 録情報の収集方法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民年金資格取得・喪失・変更届 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
国民年金加入者の資格管理 

記 録 項 目
住所、氏名、生年月日、性別、続柄、基礎年金番号、個人番号、地

区、世番、電話番号、異動年月日、届出年月日 

記 録 範 囲 国民年金加入者 

記 録情報の収集方法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民年金資格台帳 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
国民年金加入者の資格管理 

記 録 項 目
基礎年金番号、個人番号、氏名、取得・喪失異動日届出日、資格、

付加加入・脱退、免除 

記 録 範 囲 国民年金加入者 

記 録情報の収集方法 本人、日本年金機構処理結果一覧から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民年金処理結果一覧表 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
国民年金処理結果一覧表の管理 

記 録 項 目
基礎年金番号、個人番号、氏名、生年月日、性別、住所、届書報告

書名、資格得喪記録、付加納付記録、免除記録 

記 録 範 囲 国民年金加入者 

記 録情報の収集方法 豊橋社会保険事務所から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民年金保険料学生納付特例申請書 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
学生納付特例申請書写しの管理 

記 録 項 目

基礎年金番号、個人番号、被保険者氏名、生年月日、学校の名称、

学校の所在地、在学期間、学生納付特例を受けようとする期間、市

民税課税状況 

記 録 範 囲 国民年金保険料の納付者で学生 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 豊橋社会保険事務所 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
免除・納付猶予申請書写しの管理 

記 録 項 目
基礎年金番号、個人番号、氏名、生年月日、被保険者・配偶者・世

帯主市民税課税状況 

記 録 範 囲 国民年金保険料の納付者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 豊橋社会保険事務所 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 住民異動届 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
国民健康保険者の資格管理 

記 録 項 目
住所、氏名、生年月日、性別、続柄、職業・学年、記号番号、地区、

世番、電話番号、異動年月日、届出年月日 

記 録 範 囲 国民健康保険加入者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 人間ドック 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
人間ドック 

記 録 項 目 別紙のとおり 

記 録 範 囲 人間ドック受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



別紙 

記録項目 

基本情報、検診歴、診察（視触診・聴打診）、身体測定（標準体重・肥満度・体脂肪率）、呼吸器

系検査（胸部（直接）レントゲン検査・心胸比・肺機能検査（努力性肺活量・一秒量・一秒率））、

循環器系検査（血圧測定・心電図検査（安静時）・NT-proBNP（血液検査）、消化器系検査（胃部

（直接）レントゲン検査、尿検査（PH・潜血・ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ・沈査（赤血球・白血球・上皮細胞・

円柱・その他）、糞便検査（便潜血下部(ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ法)2 日法、貧血及び血液検査(白血球・血小板・

MCV・MCH・MCHC・血液像・血清鉄、内分泌及び代謝系検査(空腹時血糖・HbA1c(NGSP 値)・尿酸・

無機ﾘﾝ・FT-4)、生化学検査（総蛋白・ALB・A/G 比・ALP・AST（GOT）・ALT（GPT）・LDH・Ch-E・

γ-GTP・総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ・P-AMY・ｲﾝｽﾘﾝ、腎及び電解質検査（BUN・ｸﾚｱﾁﾆﾝ・ｶﾙｼｳﾑ）、脂質検査（総ｺ

ﾚｽﾃﾛｰﾙ）、炎症及び免疫検査（CRP・赤沈・RPR）、肝炎ｳｨﾙｽ検査(HBｓ抗原・HBｓ抗体・HCV 抗体)、

腫瘍ﾏｰｶｰ検査（CEA）、超音波検査（腹部超音波検査・ABI 検査）、その他については特定健康診査

のとおり 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特定健康診査 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

基本情報、健診歴、既往歴、自覚症状、問診、身体計測（身長、体

重、腹囲、ＢＭＩ）、血圧測定（収縮時・拡張期）、血中脂質検査（中

性脂肪・HDL－コレステロール・LDL－コレステロール）、肝機能検

査（GOT・GPT・γ－GTP）、血糖検査（空腹時血糖またはヘモグロビ

ンＡ１ｃ）、尿検査（糖・蛋白）、貧血検査（赤血球数・血色素量・

ヘマトクリット値）、心電図検査、眼底検査 

記 録 範 囲 特定健康診査受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 国保連合会から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 未支給年金請求受付簿 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部保険年金課 

個人情報ファイルの利用

目的 
未支給年金受付簿の管理 

記 録 項 目 基礎年金番号、個人番号、氏名、生年月日、送付年月日 

記 録 範 囲 未支給年金請求者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 愛犬登録システム 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民環境部環境政策課 

個人情報ファイルの利用

目的 
愛犬登録管理事務 

記 録 項 目

整理番号、登録（鑑札）番号・登録日、届出日、抹消日、注射番号、

注射実施日、受付区分、注射実施場所、注射獣医師名、犬の名前、

所在地、種類、毛色、性別、生年月日、年齢、去勢・避妊、補助犬

情報、注射番号履歴、猶予、猶予開始、猶予終了、苦情内容、変更

履歴、所有者氏名、所有者住所、郵便番号、電話番号、宛名番号 

記 録 範 囲 愛犬登録者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、住民基本台帳から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考


